
「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」
の

制
定
が
、
８
年
ぶ
り
に
復
活
し

ま
し
た
。

今
議
会
に
は
、
執
行
部
か
ら

議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
ま
し
た

が
、
同
時
に
、
「
古
河
市
９
条

の
会
」
、
「
新
婦
人
古
河
支
部
」

か
ら
「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」

の
制
定
を
求
め
る
請
願
は
、

「
趣
旨
」
採
択
と
な
り
ま
し
た
。

合
併
前
は
、
旧
古
河
市
、
三

和
町
で
「
宣
言
」
が
掲
げ
ら
て

い
ま
し
た
が
、
合
併
以
降
は
ず

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

８
年
も
経
っ
て
突
然
の
執
行

部
提
案
で
す
。
「
前
白
戸
市
政

は
、
合
併
の
申
し
合
わ
せ
事
項

を
忘
れ
て
い
た
？
」
と
の
声
も

あ
り
ま
す
が
…
。

２
つ
の
団
体
の
提
案
理
由
は
、

『
健
康
で
住
み
よ
い
町
を
築

く
に
は
、
日
本
と
世
界
の
平
和

が
必
須
、
今
な
お
武
力
紛
争
と

核
兵
器
の
脅
威
、
福
島
原
発
の

放
射
性
物
質
の
拡
散
の
お
そ
れ

が
あ
る
。

わ
が
国
は
、
原
爆
被
害
の
唯

一
の
国
、
す
で
に
県
議
会
を
は

じ
め
、
29
の
市
、
８
つ
町
、
２

つ
の
村
の
議
会
が
非
核
・
平
和

の
推
進
を
し
て
い
る
。

古
河
市
も
「
非
核
平
和
都
市

宣
言
」
を
決
議
し
、
そ
の
実
現

の
た
め
の
取
組
み
を
要
望
す
る
』

と
、
請
願
の
理
由
で
述
べ
て
い

ま
す
。
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平
成
25
年
度
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
４
日
～
19
日
ま
で

の
日
程
で
、
人
権
擁
護
委
員
と
監
査
委
員
の
選
任
、
議
案
56

件
（
補
正
予
算
含
む
）
、
そ
の
他
１
件
と
追
加
議
案
が
審
議
・

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

請
願
（
非
核
平
和
都
市
宣
言
）
２
件
は
趣
旨
採
択
さ
れ
、

陳
情
（
安
心
・
安
全
の
医
療
…
、
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
…

の
２
件
は
採
択
さ
れ
、
一
般
質
問
は
16
名
が
行
い
ま
し
た
。

平
成
25
年

第
４
回
定
例
会

「
非
核
平
和
都
市
宣
言
」
復
活

寒
中
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す

昨
年
は
、
都
議
選
で
８
～

17
議
席
、
参
院
で

は
３
～
８
議
席
へ
、
県
知
事
選
で
も
大
き
く
躍

進
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
今
後
へ
つ
な
げ
る
結
果

を
残
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
は
、
秘
密
保
護
法
の
撤
廃
、
T
P
P
参

加
阻
止
を
は
じ
め
、
く
ら
し
と
平
和
を
前
進
さ

せ
る
年
に
な
り
ま
す
。

日
頃
の
ご
支
援
に
感
謝
申
し
上
げ
、
憲
法
と

く
ら
し
守
る
政
治
実
現
へ
が
ん
ば
る
決
意
で
す
。

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

秋
庭

繁

市
議
会
議
員

昨
年
、
表
題
の
研
修
会
を
谷

脇
修
（
農
林
広
報
セ
）
代
表
取

締
役
を
講
師
に
行
い
ま
し
た
。

上
記
の
農
政
を
め
ぐ
る
情
勢

①
T
T
P
は
、
聖
域
５
項
目
に

手
を
付
け
る
又
は
、
関
税
率
の

引
き
下
げ
な
ど
、
結
果
と
し
て

ア
メ
リ
カ
と
の
２
国
間
協
議
。

②
５
年
後
に
「
減
反
政
策
廃
止
」

→
飼
料
用
米
へ
の
誘
導
。
価
格

変
動
補
填
を
廃
止
→
収
入
減
少

影
響
緩
和
対
策
に
一
本
化
→
収

入
保
険
制
度
へ
・
多
面
的
機
能

支
払
い
の
導
入
。

③
企
業
の
参
入
を
し
易
く
す
る

た
め
に
、
農
地
法
３
条
許
可
事

務
を
農
業
委
員
会
か
ら
市
町
村

に
移
管
。
農
業
生
産
法
人
、
農

業
委
員
会
（
機
能
と
組
織
）
、

農
協
の
あ
り
方
の
検
討
が
、
財

界
の
要
望
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

※
効
率
化
、
市
場
原
理
優
先
で
、

ど
う
い
う
農
業
・
農
村
、
農

業
経
営
像
を
目
標
に
す
る
か
、

農
政
理
念
が
揺
ら
い
で
い
る
。

「
農
地
中
間
管
理
機
構
」
は
、

企
業
等
を
参
入
さ
せ
、
大
規
模

で
効
率
的
な
農
業
経
営
の
発
想

で
あ
り
、
地
域
の
意
向
を
軽
視

す
る
点
で
問
題
が
あ
る
。

水
戸
市
議
・

県
議
合
わ
せ
て
、

40
年
の
議
員
活

動
か
ら
、
国
政

に
挑
み
ま
す
。

県
議
選
で
の

議
席
倍
増
、
国

政
で
の
躍
進
へ

希
望
あ
る
た
た

か
い
に
つ
い
て

お
話
し
ま
す
。

２/１「憲法をくらしに

活かすつどい」

※
駐
車
場
は
、
２
カ
所

ユ
ー
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
と

元
日
赤
病
院
跡
地
で
す
。

大内久美子県副委員長

と き ２月１日（土）
午後１時３０分～

ところ ユーセンター
（第 1、２会議室）

おさそい合わせて、ご参加ください

①TPP のゆくえと農政改革
②経営所得安定対策、コメ生産調整の見直し
③さらなる農地等規制緩和の動き
古河市の「人・農地プラン」の現状について

＜農業委員会研修会＞

８
年
ぶ
り
に
掲
げ
る

「非
核
平
和
都
市
宣
言
」
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あきば繁の

一 般 質 問

問①
特
定
秘
密
の
範
囲
に
歯
止
め

な
く
、
知
る
権
利
を
蹂
躙
、

憲
法
の
国
民
主
権
に
反
す
る
。

②
何
が
秘
密
か
も
秘
密
、
秘
密

を
知
ろ
う
と
し
た
人
、
秘
密

を
洩
ら
し
た
人
な
ど
、
全
て

処
罰
の
対
象
、
裁
判
で
も
明

ら
か
に
な
ら
な
い
弾
圧
立
法
。

③
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
問
題

で
も
国
民
に
明
ら
か
に
す
べ

き
で
、
国
民
に
隠
し
、
ウ
ソ

の
情
報
で
欺
い
た
侵
略
戦
争

の
誤
り
の
教
訓
に
学
ぶ
べ
き
。

国
会
議
員
が
説
明
出
来
な

い
よ
う
な
法
律
が
施
行
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
市
長

の
考
え
と
行
動
を
伺
い
た
い
。

答

市
長

日
本
は
、
ス
パ
イ
天
国
で
法

案
の
制
定
は
必
要
と
考
え
る
。

た
だ
、
国
民
の
知
る
権
利
が

葬
ら
れ
た
り
、
言
論
の
自
由
、

行
動
の
自
由
の
束
縛
な
ど
不

安
が
あ
る
。

私
の
考
え
は
、
審
議
時
間

の
不
足
な
ど
、
国
民
の
大
多

数
の
人
が
下
し
た
安
倍
内
閣

不
支
持
の
理
由
と
同
じ
で
す
。

市
議
会
で
国
に
、
こ
ん
な

横
暴
な
こ
と
を
す
る
な
と
い

う
意
見
書
を
出
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

私
な
り
に
も
市
長
会
で
統

一
的
な
対
応
が
取
れ
れ
ば
や
っ

て
ま
い
り
ま
す
。

問①
市
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
悪
臭

に
関
す
る
苦
情
と
対
応
。

②
悪
臭
防
止
法
の
目
的
等
に
つ

い
て
。

③
悪
臭
被
害
か
ら
住
民
生
活
を

守
る
具
体
策
に
つ
い
て
。

答

環
境
部
長

悪
臭
に
関
す
る
苦
情
は
、
過

去
５
年
間
で
１
０
０
件
。
（
75

％
が
事
業
所
等
が
発
生
源
）
。

苦
情
に
は
現
地
調
査
、
法

令
・
条
例
に
基
づ
く
指
導
を

し
て
い
る
。

悪
臭
防
止
法
は
、
工
場
等

の
悪
臭
に
、
必
要
な
規
制
を

行
い
、
生
活
環
境
を
保
全
、

国
民
の
健
康
の
保
護
が
目
的
。

法
の
防
止
対
策
は
、
特
定

悪
性
物
質

22
を
指
定
、
規
制

基
準
の
遵
守
義
務
・
罰
則

（
懲
役
・
罰
金
）
が
あ
る
。

事
業
所
に
対
し
、
悪
臭
の

拡
散
防
止
対
策
の
徹
底
、
指

導
強
化
、
よ
り
住
民
の
被
害

感
覚
に
合
わ
せ
た
臭
気
指
数

秘
密
保
護
法
の

審
議
未
了
、
強
行
採
決

こ
の
法
案
に
つ
い
て
伺
う

特定秘密保護法について・

悪臭防止法と環境問題について・

安全で良質な水の提供について
国
民
の
目
・
耳
・
口
ふ
さ
ぐ

こ
れ
が
秘
密
保
護
法

質
問
項
目

悪
臭
に
悩
む
地
域
の

紛
争
（大
山
と
仁
連
）
の

具
体
的
な
解
決
策
を

規
制
の
導
入
に
む
け
準
備
し

て
い
る
。

※
特
定
悪
臭
物
質
と
は
、
硫
化

水
素
な
ど
の
含
硫
黄
化
合
物
、

ア
ル
デ
ヒ
ド
類
、
ケ
ト
ン
類
、

エ
ス
テ
ル
類
、
脂
肪
酸
ア
ル
コ
ー

ル
類
な
ど
の
含
酸
素
化
合
物
、

ア
ン
モ
ニ
ア
、
キ
シ
レ
ン
な
ど

の
芳
香
族
化
水
素
類
、
そ
の
他

は
、
テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

等
の
22
物
質
で
す
。

大
山
の
塗
装
工
場
は
、
キ
シ

レ
ン
な
ど
が
塗
料
の
薄
め
液
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

悪
臭
防
止
法
施
行
規
則
の
一

部
改
正
（
平
成
５
年
）
に
よ
っ

て
、
ト
ル
エ
ン
、
キ
シ
レ
ン
な

ど
10
物
質
が
加
わ
り
、
測
定
方

法
（
平
成
７
年
）「
嗅
覚
測
定
法
」

に
よ
る
規
制
が
導
入
さ
れ
、
指

導
も
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
仁
連
地
域
の
飼
料
工

場
は
、
県
の
条
例
で
も
規
制
地

域
の
内
外
を
問
わ
ず
届
出
義
務

が
あ
り
、
臭
い
に
厳
し
い
規
制

の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

臭
い
に
悩
ま
さ
れ
13
年
、
家

の
中
に
こ
も
る
、
洗
濯
物
に
臭

い
が
染
着
く
な
ど
我
慢
の
限
界

で
、
両
地
域
と
も
早
急
な
対
策

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

問①
原
発
事
故
で
は
、
放
射
能
入

り
の
水
を
市
民
に
飲
ま
せ
た

経
験
生
か
さ
れ
な
か
っ
た
。

資
格
あ
る
認
定
水
質
検
査

員
の
配
置
が
必
要
で
な
い
か
。

②
事
業
計
画
で
は
、
事
故
・
災

害
時
に
使
用
の
井
戸
水
だ
が
、

今
回
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。

災
害
訓
練
を
計
画
す
べ
き
。

③
下
流
の
表
流
水
は
、
安
心
で

き
な
い
。
新
し
い
「
高
度
浄

水
処
理
」
の
導
入
計
画
は
。

答

水
道
部
長

原
発
事
故
時
は
、
初
め
て
の

検
査
で
市
民
へ
の
周
知
が
遅

れ
た
が
、
今
回
の
カ
ビ
臭
で

は
、
活
性
炭
で
臭
い
が
取
れ

る
と
の
判
断
か
ら
遅
れ
た
。

認
定
水
質
検
査
員
は
、
水

質
に
関
す
る
高
度
な
知
識
と

豊
富
な
経
験
を
持
つ
専
門
家

と
し
て
認
定
す
る
も
の
で
す
。

高
度
処
理
は
多
額
の
費
用

が
か
か
り
今
後
検
討
し
た
い
。

答

市
長

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
用
の
井
戸
は
、

効
果
が
出
る
よ
う
対
策
を
と

り
訓
練
も
し
ま
す
。

認
定
水
質
検
査
員
は
、
必

要
で
あ
り
、
養
成
で
な
く
資

格
者
を
採
用
し
た
い
。

安
全
な
水
、
提
供
の
義
務

水
道
事
業
計
画
と
訓
練

高
度
浄
水
処
理
に
つ
い
て

洗濯物の臭い染着きを防ぐテラス

県内２番目の高度浄水施設

常総市（４月から稼働）

オゾン
処理漕

生
物
活
性
炭
処
理
棟

第
４
回
定
例
会
の

焦
点
と
な
っ
た
「
古

河
市
学
生
医
療
費
支

援
事
業
に
関
す
る
条

例
」
の
制
定
は
、
市

内
外
で
注
目
を
集
め
、

文
教
・
厚
生
委
員
会

審
議
に
朝
日
、
読
売

の
両
新
聞
記
者
が
傍

聴
す
る
な
ど
注
目
さ

れ
た
議
案
で
し
た
。

菅
谷
市
長
は
、
「
合

併
後
３
０
０
０
人
の

人
口
減
、
特
に
生
産

年
齢
人
口
（
15

～

64
才
）
が
８
０
０
０
人
減
り
、

20
～

39
才
ま
で
が
約
４
０
０
０

人
の
減
少
、
若
者
に
選
ば
れ
る

ま
ち
づ
く
り
に
は
、
魅
力
あ
る

子
育
て
支
援
と
教
育
の
充
実
が

施
策
の
第
一
」
と
、
提
案
理
由

で
述
べ
て
い
ま
す
。

委
員
会
で
は
、
財
政
的
に
も

問
題
な
く
賛
成
、
反
対
は
学
生

に
限
定
は
疑
問
な
ど
で
し
た
が
、

採
決
は
同
数
で
佐
藤
稔
委
員
長

（
公
明
）
は
、
現
状
維
持
の
原
則

と
否
決
し
、
本
会
議
も

１
票
差
で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

２０歳までの医療費補助を否決
「
古
河
市
学
生
医
療
費
支
援
事
業
に
つ
い
て
」


